
6 医療福祉相談

5 文書について

●お支払い済みの領収証は、所得税の医療費控除等を確認
する際に必要です。 再発行はしませんので、大切に保管
してください。

●出産費用については、入院費用の準備金ができるだけ少
なくてすむよう、  「出産育児 一時金等の医療機関等への
直接支払制度」をご利用いただくことを原則としており
ます。

担　当
相談日
時　間
場　所
電　話

医療ソーシャルワーカー・看護師
月曜日～金曜日（祝日を除く）
8時 30分～ 17時 15分
1階　やおよろず相談プラザ
0853－30－6506（直通）

（１）診断書・証明書について

（３）高額な医療費の支払いについて

（１）各種ご相談窓口について

（４）その他

お問い合わせ先

高額療養費現物支給制度

国民健康保険が定める高額療養費委任払い制度

健康保険が定める高額療養費貸付制度

高額な医療費の支払いについて次のような制度があります。

●１階「やおよろず相談プラザ」医療福祉相談窓口
●総合受付

お問い合わせ先 ●１階「やおよろず相談プラザ」文書受付
【受付時間】　平日　８時 30分～ 17時

「診断書」「証明書」などの発行をご希望の方は下記までお越しください。
提出期限などがあるときには、あらかじめご相談ください。

●心配ごとのため落ち着いて療養できない
●社会復帰について不安
●病気になったため家族や職場のことが心配
●在宅サービスや訪問看護について詳しく知りたい
●医療費の支払いや、生活費について不安
●施設入所について詳しく知りたい
●医療保険、福祉制度、介護保険などについて詳しく知りたい
●受診したいが、心配ごとがあり受診できない
●医療安全に関すること
●その他

以下のお困りのことがありましたらお話をうかがいます。

相談の内容は、秘密を厳守します。お気軽にご相談ください。

予約不要

※お待ちいただくことが
ありますのでご了承
ください。

治療、看護、検査、薬、設備などの医療安全対策についての
ご相談は医療安全管理者が対応します。

※高額療養制度の利用について、マイナンバーカードで
　受診される患者さんについては、「限度額認定証」は不要です。
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